
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会

契約職員募集要項

一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会では、協会が指定管理者の一員として運営する

大阪市立男女共同参画センター東部館の業務に熱意を持って勤務する契約職員を募集します。

１．職務内容

・大阪市立男女共同参画センター東部館の指定管理業務における事業運営・施設運営等

・男女共同参画に関する事業

２．職種及び採用予定人数

契約職員（常勤） １名

３．応募資格、求める知識や経験等

（１）次の要件を満たす方

・ 高等学校卒業以上または同等程度の学力を有する方

・ 平成３０年４月１日現在、満１８歳以上の方

・ パソコン（エクセル・ワード）による文章や表作成ができる方

・ 「４．勤務条件等」に記載する変則勤務が可能な方

・ 次のいずれかに該当する方は応募できません

① 成年被後見人または被保佐人

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなく

なるまでの者

（２）求める知識や経験等

・ 男女共同参画に関心があり、講座の企画や運営、施設運営等に興味のある方

※男女共同参画関連施設での実務経験者を優遇します。

・ チームワークやコミュニケーションを大切に行動できる方

４．勤務条件等

（１）契約期間

平成３０年１１月１日～平成３１年３月３１日まで

※勤務成績により契約を更新する場合があります。

ただし、更新は１回まで（クレオ大阪の指定管理期間５カ年の範囲内）

※試用期間あり（採用後３カ月）

（２）勤務場所

大阪市立男女共同参画センター東部館

〒536-0014 大阪市城東区鴫野西 2－1－21



ＪＲ環状線・東西線・学研都市線「京橋」駅から徒歩 7 分

Osaka Metro 長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅から徒歩 9 分

（３）勤務時間

１日７時間３０分勤務（休憩６０分間）

Ａ勤務： 午前９時～午後５時３０分 Ｂ勤務： 午後１時１５分～午後９時４５分

※Ｂ勤務は概ね週 1 回程度

（４）休日・出勤日数等

週５日勤務を標準とする。

（別途ローテーション表により定める。休日は基本的に日月・月火であるため、週４日と週６日の勤務の繰

り返しとなる。土日・祝日勤務あり)

８週間で１６休、年末年始

有給休暇制度あり（年次有給休暇、特別休暇（夏季・忌引等））

（５）給与及び福利厚生その他

当協会で定める基準による。

月給 165,000 円

・通勤手当：平成３１年３月末までの定期代を支給（通勤経路の認定あり）

・賞与は年 2 回計 0.5 ヶ月（予定）

・退職手当は支給しない。定期昇給は行わない。

・社会保険： 加入する

・雇用保険： 加入する

５．応募書類

以下の書類を、郵送にて提出する。

（１）履歴書（写真貼付）

履歴書の志望動機欄に、応募する職種（「東部館・常勤」）を明記してください。

（２）職務経歴書

職務経歴は年代順に記入し、職務内容をわかりやすく記入してください。

（３）公共職業安定所等（ハローワーク）から紹介を受けた方はその紹介状

６．応募期間および方法

（１）応募期間

平成３０年１０月４日（木）～

※随時選考を行い、決定次第締め切ります。

（２）送付先

一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会 総務課 採用選考係

〒543－0002 大阪市天王寺区上汐 5－6－25

７．選考方法

・一次選考（書類選考） 書類到着後随時選考

・二次選考（面接選考） 一次選考合格者に対してのみ実施



８．備考

・応募資格がないこと及び履歴の記載事項に正しくないことが判明したときは、採用を取り消す

ことがあります。

・応募書類につきましては返却いたしません。当協会で責任をもって廃棄いたします。

※応募書類の返却をご希望される場合は、応募時に簡易書留分の切手を添付した封筒を同封

のうえお送りください。

・応募書類に記載された個人情報につきましては、当採用試験の目的以外には使用しません。

ただし採用された者のものについては、雇用管理に使用することがあります。

９．問い合わせ先

一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会 総務課

〒543－0002 大阪市天王寺区上汐 5－6－25

TEL 06－7656－9040


